
令和８年４月発行

第一整備地区

第７２号
相模原都市計画事業 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業

まちづくりだより

【応募方法】

・同封の委員応募申込書に必要事項を記入の上、
麻溝台・新磯野区画整理事務所まで持参、郵送、
ＦＡＸで御提出いただくか、
右の電子申込フォームから御提出ください。

※ https://logoform.jp/form/oWjU/1521449
↑こちらのＵＲＬからもお申込みできます

【応募締切】令和８年５月１３日（水）まで（必着）
※応募者が募集人数（定数）を超える場合は、抽選により選出します

企業選定審査委員を募集します

生活支援系共同売却・賃貸街区（１２・１３街区）の進出企業の募集及び選定に向けて、地権
者意見を反映するため、企業選定審査委員会の委員（公募委員）を以下のとおり募集します。

【募集人数】

【公募枠１】募集人数（２人）

生活支援系共同売却・賃貸街区（１２区）の仮換
地指定者のうち、共同売却予定者

【公募枠２】募集人数（２人）

生活支援系共同売却・賃貸街区（１２区）の仮換
地指定者のうち、共同賃貸予定者

【公募枠３】募集人数（３人）

自己利用街区（１２・１９・４３街区以外）への
仮換地指定者

生活支援系共同売却・賃貸街区
（１２・１３街区）

★募集の詳細については、同封の「委員公募のお知らせ」を必ずご確認ください。

※１３街区は全て保留地です。

≪電子申込フォーム≫

スマートフォンやタブレットで
ＱＲコードを読みとってください

役 割：企業募集要項及び審査基準に係る意見表明、企業からの提案内容の審査 等
任 期：委嘱日（令和８年６月以降）から２年以内
構 成：公募委員【７人以内】、審議会委員【２人】、学識経験者等【４人】、市職員【２人】

企業選定審査委員会の概要

取組体制

〖進出企業の決定方法〗

提案内容審査（企業選定審査委員会）と価格審査（審査基準）による総合的な評価で
進出企業を決定予定

進出企業
決定

企業選定審査委員会

○募集要項及び審査基準に
係る意見表明

○企業からの提案内容の審査

相模原市

○企業選定審査委員会の議論
・意見表明を踏まえ、募集要項
及び審査基準を策定し、公募

○企業の資格審査
○企業からの提案価格の審査

https://logoform.jp/form/oWjU/1521449


発行 相模原市 都市建設局 麻溝台・新磯野区画整理事務所
〒252-5277 中央区中央2-11-15 相模原市役所第1別館3階
TEL ：042-769-9254 （事業計画・換地・補償に関すること）
TEL ：042-707-7184 （現場管理に関すること）
FAX ：042-754-8490

みんなでつくる！公園・緑道ワークショップ

前々号（第７０号）及び前号（第７１号）でお知らせした「公園・緑道整備に関するア
ンケート」につきまして、ご回答にご協力いただき、誠にありがとうございました。

本地区内で整備を予定する公園と緑道につきましては、アンケート調査結果や、令和８
年２月にいただいた若草小学校４年生の皆さまからの提案を踏まえ、コンセプト案を取り
まとめてまいります。

また、第７０号でお知らせしたとおり、ワークショップを実施し、地権者等関係者の皆
さまと一緒に理想の公園・緑道について考えていきたいと考えています。

つきましては、ワークショップにご参加いただける方を募集いたしますので、同封する
チラシをご確認いただき、ぜひ、ご応募ください。

https://forms.gle/dezSoY3D84DYuFmX9

【応募用ＱＲコード】

↑チラシに掲載するものと同じものです。

応募期限：４月3０日（木）

組織及び担当職員紹介

本事業につきまして、日頃よりご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
４月の人事異動を踏まえ、新体制をご紹介させていただきます。
新年度から気持ちも新たに職員一丸となって事業を進めて参りますので、引き続き、よろしく

お願いいたします。

都市建設局理事（まちづくり担当） 大田 康雄
麻溝台・新磯野まちづくり担当部長 三橋 英智

麻溝台・新磯野区画整理事務所（令和８年４月以降体制）
所長 角裕樹
事業計画班 小泉香織（班長）、渋谷大樹、田村雄一、安藤大河※、山縣一貴
換地補償班 小泉直之（班長）、堀口和平、竹村航 、田中翔、山﨑美香子※、松岡寛朗、

横田皓亮、馬場雄一郎
整備班 吉嶋篤司（班長）、小宮隆太郎、宇谷修秀、磯﨑大輔、佐藤梢平、角田雅博、

本間千春※、天野修（再任用）、加藤宏（再任用） ※印は転入者

令和８年４月１日付け人事異動により、望月悦郎が転出しました。
また、整備班の村林典彦が退職しました。

ご不明点やお気づきの点などありましたら、遠慮なくお声かけください。

権利者変動等に伴う届出について

引越し等による住所の変更や、土地区画整理事業区域内の土地の売買、相続等による所有権の変

更があった場合は、麻溝台・新磯野区画整理事務所まで届出をお願いします。

https://forms.gle/dezSoY3D84DYuFmX9

